
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回 

 

（仮称）函館市子ども条例制定検討委員会 

 

会議録（要旨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 日 時 平成２５年５月２９日（水） 

                                        １８時００分～２０時３０分 

                                会 場 総合保健センター２階健康教育室 

 

 

 



- 1 - 

 

１ 出席者 

  （１）委員１６人 

        藤井委員，大江委員，三浦委員，森越委員，小松委員，阿部委員，青田委員， 

長谷委員，数又委員，野村委員，加藤委員，横山委員，小原委員，水戸委員， 

小林委員, 武田委員 

       （欠席：木村委員, 亀井委員,千原委員） 

  （２）事務局７人 

        子ども未来部 岡崎部長，宿村課長，柴田課長，加藤課長，横川課長,  

小林係長，宮越主任主事 

 

２ 配付資料（当日配付） 

  （１）各委員からの子ども条例に関する考え方や意見について 

 

３ 会議録 

発言者 発 言 要 旨 

１ 部長あいさつ 

【岡崎部長】 皆様こんばんは。お忙しいところお集まりくださいまして本当にありが

とうございます。皆様からプレゼンを頂きまして今回で５回目となります。

皆様のご意見や活動状況を伺うことができて，大変参考になっております。

最近の子どもを巡る状況としましては，全国的には幼保一元化や待機児童

の解消が国の取組みとして子ども・子育て新制度の施行に向けての準備作

業として，私ども子ども未来部は，またもう一つ大きな課題を受けて平成

２７年度の施行に向けて動く状況になってきております。 

     さて，皆様から伺ったお話を振り返って見ますと，そこには最近の子ど

もを巡る現状や課題，課題解決の方向性について言及されていると捉えて

おります。今年度の委員会の開催はあと６回となりますが，皆様のご意見

を拾い上げて行くことで条例の基本的な考え方が見えて来ると私は思って

おります。ただ，皆様のご意見が一致すること，それから受け止め方が異

なる事柄ということも明らかになってきましたので，こういったことに対

してもっと議論を深めて委員会としての合意形成を目指して，大いに協議

を進めて頂きたいと思います。無理なお願いばかりで大変恐縮ですがどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 開会 

【委員長】 〈開会宣言〉 

 

３ 第 7 回会議録について  

【事務局】  第 7 回会議録につきまして，ご説明致します。５月２４日に委員の皆様

に発送いたしました。この会議録につきましては，これまで同様発言要旨

の形で取りまとめており，訂正等がございましたらお知らせ頂きたいと思
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います。また，市のホームページ上での会議録の掲載につきましては６月

上旬を予定しております。 

       本日の配付資料の中に，第６回の会議録を配付させて頂いておりますが， 

これにつきましては一度ホームページにアップしましたが，その後事務局

で見た時に一部誤字脱字等がありましたので，事務局の責任におきまして

修正をさせて頂いたところでございます。改めて委員の皆様に配付をさせ

て頂きました。よろしくお願いいたします。 

【委員長】   事務局から，第７回会議録および第６回会議録の字句修正の説明があり

ました。何かご質問ありますか。 

        ないようですので，議事に入りたいと思います。次に各委員からの子ど 

も条例に関する考え方や意見については実質今回で最後となります。今日 

       は加藤委員，小原委員，水戸委員となります。よろしくお願いいたします。 

        最初に加藤委員ですが３０分程度でＣＡＰのワークショップを行いま 

        す。よろしくお願いいたします。 

 

４ 議事  

【加藤委員】 ＣＡＰワークショップ３０分程度開催（劇, ロールプレイ） 

【委員長】  それでは発表につきまして，ご質問やご意見をお願いします。 

【野村委員】 どのぐらいの回数でどのような所でやっているか教えて頂きたいと思

います。 

【加藤委員】 メンバーも少なくなっており，子どもワークが昨年度で１８回，大人

ワークが１５回の合計３３回行っています。参加人数は５６４人で小学

校は３校で幼稚園は函館幼稚園と今金幼稚園に行っています。メンバー

が沢山いた時は年間８０回くらい行っていましたが，今は縮小していま

す。  

【小林委員】 定期的に来て頂けると子ども達にとって相当力になっていくと思うの

ですが，もし年に１，２回行くとしたら，発達年齢で一番効果があり良

くわかって頂ける子ども達は，小学校であれば４・５・６年生なのか３

・４年生あたりなのでしょうか。 

【加藤委員】 大変難しい質問ですが，ＣＡＰの場合は１・２年生対象と３・４年生

対象，５・６年生対象と安心・自信・自由を伝える方法は一緒ですが，

年齢に合わせて表現方法を変えたりしています。どこがと言われれば３

・４年生がワークをした時に意見がいっぱい出る感覚はあります。ただ

１・２年生は，しっかりと権利をわかってくれていると思います。低学

年で１回，高学年で１回やれるのが理想だと思います。時期としては，

就学前にもぜひ受けて頂いた方が良いと思います。小学校に行くと前に

見たことあると幼稚園でやった時を思い出す子どももいます。記憶のど

こかにあるのを呼び起こすことができるわけです。高学年になると人間

関係でもっと難しい問題に入ってきます。また違った意識で受け止めて

くれていると思います。各学年その子その子によってＣＡＰの伝わり方
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が違うと思いますので，これだというのは言いにくいです。 

【武田委員】 今日凄くわかりやすかったです。実際に子ども達が見て，相談はありま

すか。あった場合はどうしますか。 

【加藤委員】 先ほど６０分でワークショップをやると言いましたが，トークタイムと

言って子どもの話を聞く時間を３０分設けています。これは，ＣＡＰワー

クショップの特徴の一つではあります。しかし，私達はカウンセリングの

グループではありませんが，話を聞くといったトレーニングはかなり積ん

ではいますので，子ども達が相談に来た場合は，話を聞いて子どもの言葉

を繰り返しながら聞くということを徹底します。その後で何ができるか考

えながらあきらめないことを伝えて私達は帰ります。その子は自分の力を

使って周りにいる大人に相談に行くわけです。しかし，聞くだけでは駄目

だなと思う大きな問題の場合は，子どもの了解を得て学校に伝えます。そ

して学校から場合によっては児童相談所などへ伝えることもあります。私

達はこういった橋渡しをするグループだと考えて頂ければと思います。 

【野村委員】 料金体系はどうなっていますか。 

【加藤委員】 児童ひとりあたり３００円です。大人ワークの場合は１万円から１万５

千円コースとなります。 

【森越委員】 今の劇を見ていて私が感じたことは，かばんを持たせることを強制した

子どもについて，どのように対応するのか。もしその子に暴力的な反撃を

することは，その子の自信と自由を奪うことだという表現は非常にわかり

やすいと思います。しかし，少し気になるのは劇では２人の力で成功しま

すが，その後強制した子どもはどうなるのか。ストーリーがその都度工夫

して変わっていくのか，固定されているものなのか。例えば強制する子が

その子以外の子どもに行く動き方もあるし，子ども自身がやってはいけな

いことだと理解して行く方向もあると思いますが，ストーリーとして内容

は変わって行くのですか。 

【加藤委員】 ＣＡＰプログラムは固定していてほとんど変わりません。函館では１２

年やっていますがそのままです。変える必要があれば変えますが，表現方

法しか変えていません。ＣＡＰはクラス単位で行っていて児童館ではやり

ません。かならずクラス単位で学校でやっています。その中にはいじめら

れる子がいていじめる子がいますので，どちらの子の気持ちも理解できる

ので先ほどの劇での強制する子のその後を追いかける必要はないと思いま

す。 

【森越委員】 要するに見ている子どもが，両方の立場になって判断するということで

すね。 

【加藤委員】 名札を付けますが，例えばクラスに加藤君という子がいた場合，その劇

に加藤君は登場させません。いじめの対象になる可能性があるため，事前

に学校に確認をとっています。 

【青田委員】 私も子どもが小学校の時にＣＡＰの授業を見て，おもしろい活動をして

いると関心を持っていました。それ以来子ども達に何かされたらまず「嫌
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だ」と言いなさいとか「逃げろ」と言いました。それでも駄目なら相談し

なさいときちんと言い続けていて，そういう意味では子ども達に必要なこ

とだと思います。もう一つ感じたのは，私が経営している会社で若い人を

採用した時に，自分に不都合が生じた時に，これは自分に対する権利侵害

だと言って考えられない方法で主張してくる人がいます。権利のことを教

えるのはいいですが，社会人になる前にどっかでワンステップを置いたも

のをセットで教えてほしいと思います。社会に出てただ嫌だとか逃げろと

いうことではすまないことがありますので，それが全部正しいというのは

危険性があると思います。あと性暴力のことをＣＡＰでやりますが，基本

的に性悪説になっているのかなと思って，子ども達が大人は危険だという

ことが心の中に生まれてしまうのではと感じたこともあります。決してそ

んな大人ばかりではなく，お父さんがちょっとタッチしただけで「嫌だ」

とか「危険なことだ」と言うことで誤解を招くことがあると思います。本

当に役に立つことと大人になった時にそのままで良いのかなと感じるとこ

ろがあります。 

【委員長】  よろしいでしょうか。次に小原委員お願いします。 

【小原委員】 こんばんは。今日はお時間を頂いてありがとうございます。今回学生時

代を振り返って考える子どもを取り巻く問題というテーマを設定して，私

が学生時代にどういうトラブルがあったかを思い返して見ました。小学生

の時，中学生の時，高校生の時と分けて考えた時に，小学生のときは子ど

も同士でからかいあったりすることはありましたが，いじめという言葉を

先生からや授業で聞いたことは記憶にありません。例えば子ども同士でト

ラブルがあったとしても，大人の力を借りなくても子ども達だけで解決し

ていたと思いますので，あまりいじめという考えが無かったと思います。

中学生になると不安定な時期になってきまして，いじめもあって周りの子

ども達とうまく接することのできない子が仲間外れになっていました。そ

れは，先生から私達にもお話がありましたので，そのように感じていまし

た。また，非行もあり非行グループが学校の物を壊したり，夜遅くに出歩

いて警察に補導されたこともありました。不登校に関しては，私の学校は

１学年が１６０人くらいでしたが，その中で１０人弱くらいの不登校の子

がいて，その理由は，いじめや非行の子は毎日学校に来る感じではないの

でその子も含めると１０人弱くらいになると思います。親のＤＶがある家

もあり，その子は髪を茶髪に染め，ピアスを開けたり，自傷行為で手に傷

があったりしました。自殺もありましたので，これは今でも私の中では大

きなショックとなっています。高校ではいじめと不登校があり，いじめが

不登校に繋がっているケースがあって，同じクラス内でもともと仲が良か

ったが，グループで仲がこじれてしまって学校に来れなくなりました。ま

た母子家庭の子がいて，その子のお母さんが急に病気になってしまい，そ

の負担のストレスが全部彼女に降りかかってきてしまって，部活や勉強を

一生懸命がんばっていましたが，それには手が回らなくなって，少しうつ
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のようになって学校に来れなくなりました。しかし，それでも自分の教室

に入ることはできなくても，他の教室で一緒にご飯を食べたり，出られる

授業だけ受けたりなど，いろんな対処をして，きちんと卒業して今は大学

に進学した人がいます。こういった悩みを抱えている子は家庭に何かしら

の問題を抱えていると思いまして，特に多いのが，母子家庭や父子家庭の

子だと思いました。全国と函館市の離婚率については，レジメのとおりで

すが，都道府県別に見ると北海道は，2.17％で全国３位と高い数値だと思

いました。離婚が子どもに与える影響についてですが，論文がいくつか出

ていましたので，参考にしてみました。やはり愛着対象の喪失が子どもに

とって凄いストレスになっていて，私が見てきた不安定な子ども達もさび

しさや不安に苦しんでいるような感じがありましたので，そういった子ど

ものケアが凄く大事だと改めて思いました。不登校やうつ状態，引きこも

り，自傷行為があったりすると，周りの友達との関係性も希薄になってき

たり，今まで元気に学校に通って来ていて自分の居場所があったのに，そ

のせいで友達とうまくいかなくなって結局自分の居場所をなくしてしま

い，それが悪循環になってしまっていますので，この条例で中で離婚率を

減らすことはできないと思いますが，離婚率が高い状況にある中で子ども

達のアフターケアや学校などの周りの大人がどう対処していくのかという

ことについては，条例の中に盛り込めると思いますので，できれば不安定

な子ども達のために何かできれば良いと思いました。 

最後に，私は大学に入ってあまり多くはないですが，子ども達と接する

機会があって，私が子どもだった時のように無邪気に遊んだり素直さがあ

ったり子どもらしくいられるように私達は大人の目線で出来ることが沢山

あると思いますので，子どもが子どもらしくいられる居場所を作ってあげ

たいなと改めて感じました。 

【委員長】  ありがとうございました。小原委員はご自分の学生時代からことを発表

していただきました。何かご質問等ありますでしょうか。 

【森越委員】 体験されたことについて，ひとつの家庭の中での不幸な出来事を大きく

集約されたことは，我々が今後どうすれば良いのかを考えた時に大きな問

題を提起されたと思います。もちろん離婚を減らすことはできませんが，

離婚後のケアをする視点というのは，離婚に限らず子どもが置かれた否定

的な状況に対するケアは条例の中で絶対に扱っていかなければならないと

思います。要するに条例が果たす役割だと言って良いものだと思います。  

あなたが委員の中では，一番子ども時代に近い世代ですので，今までの

体験や友達を見てて，大人がもっと子ども達のことを考えて社会システム

をどう作ったほうがよいかということを，子どもに一番近い立場で考えを

聞かせてほしいと思います。 

【小原委員】 もし家庭で何かあった時にあまり相談する場所がない気がします。自分

自身がトラブルに巻き込まれていても，どこに話していいかわからない状

況があると思います。必ずしも先生が信頼できるかというとそうでない場
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合もあると思うし，相談できる場所があることを教えてくれるだけでも大

きい力になると思います。そういった相談できる場の周知をしてほしいと

思います。 

【小林委員】 母子家庭が平成２２年度で 2.49％で，父子家庭が 0.17％で横ばいで推移

していますが，ある小学校の低学年の学級は２１～２２名の数なのですが，

その中で，ひとり親家庭がだいたい６～７名います。つまり３割がひとり

親家庭になります。これは地域性もあると思いますが，そういう状況の中

でも，圧倒的にひとり親はがんばっています。生活が苦しい中でもがんば

っています。それでも中にはそうなっていない子どももいます。本当にも

っと親がかまってやってほしいと思う子がいます。こういう子どもが幼少

の時に抱えた心の寂しさをこの時期にケアしなければ，ずっと引きずると

思います。例え 1,000 人分の 1でもケアできることが条例の中でも活かさ

れるのであれば必要なことだと思います。 

【委員長】  これで終わります。ありがとうございました。次に水戸委員お願いしま

す。 

【水戸委員】 こんにちは。よろしくお願いします。今回の条例制定検討委員会で力に

なれるのは，自分の経験や今考えていることの基礎になっているその時に

思ったことをありのままに話すことが良いと考えました。子どもの頃家庭

の事情により不安な思いや誰に相談するかもわからず，ストレスが溜まっ

ていましたが，子どもがのびのびと過ごせる場所があって，そこでは心の

荷が下ろせる場所があればと思っていました。函館市ではそういう生徒を

支援する団体が多くありますが，学校との連携が取れていないなどという

ことを聞きますので，条例を制定することで学校と団体との手助けになっ

たり，つなぎ役になる可能性があるかなと思います。学校の先生や塾の先

生など身近にいる大人へのＳＯＳということで，誰にも相談できない子ど

もたちはどんどんストレスが増えていきます。私達の学校にもスクールカ

ウンセラーはありましたが，他の人に行ったのが知られたくないので，行

きづらいイメージがありました。学校の中に窓口があっても行きづらく，

保健室で少し休むくらいしかできない。学校以外でもそういう相談できる

場所がありますが，もっとホームページ等で関係機関を周知することで，

そういった場所があることを知るだけでも大きいと思います。次に児童相

談所に関してですが，児童相談所は家庭に介入する権限はなく，なにか事

件や告発があって，警察が動いて，初めて児童相談所が介入していくこと

になります。ですから，全国ニュースでもあるように，児童相談所に何度

も相談していたということがありますが，児童相談所には介入する権限が

ないので，家庭訪問やカウンセリングしかできず，暴力が発展して事件に

なったということを聞いたりします。このシステムに以前から疑問を感じ

ていたので，条例などでなんとかできないのかなと思っていました。最後

に，私は２０歳ですが法の上での成人であってもまだまだ解決できない問

題は多くあります。それなのに何歳も年下の高校生や中学生が何か出来る
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のかと思うと良い答えはできません。子どもはいくつになっても，親や周

りの大人に頼ることでしか解決することができない問題もあります。です

から私達は，この場でしっかりと話し合い，頼ってくれている子どもの味

方になれるように条例を整えなければならないと思いました。 

【委員長】  ありがとうございました。何かご質問等ありますか。ないようですので

１０分程休憩に入ります。 

【委員長】  ３人の発表がありましたが全体を通じて何かありますでしょうか。 

【武田委員】 今日は若い方のお話を聞いて本当に切実な，そして子どもだった頃にど

う考えていたかが凄く良くわかりました。その中でも子ども達にすぐ相談

できる場所と２人とも言っていましたが，気軽に相談できる場所が緊急に

必要ではないかと思います。子ども条例の中でもきちんと救済する機関を

設けて誰でも相談でき，きちんと解決できるという手立てや大人が子ども

の意見をしっかり受け止めることができるようなことを条例の中で考えて

いかないといけないと思いました。 

【森越委員】 大阪の餓死事件を実はここで議論してほしいと思います。お母さんの経

過も含めて子どもがどうして一緒に命を絶つことになってしまったのか。

どういうことがあの子にとって必要だったのかということも条例の視点か

ら，もの凄く大事なことだと思います。経済的貧困という問題もあります

が，現在は社会的貧困という感じで，社会全体でも貧困状態を救えない状

態にあるのではないかと思います。声を上げれない子ども達をどういう社

会であれば救うことが可能なのかということを議論していかねければなら

ないと思います。 

それから青田委員にお話があります。若い子どもが入社してきて，自分

の権利を侵害すると言うといいましたが，私はそれはとても素晴らしいこ

とだと思います。使われている人間が使っている人間に権利を侵害してい

ると表明できることは素晴らしいことであると思います。なぜかというと

人間同士は権利のぶつかり合いで一定に社会が活動しています。経済的な

強者と弱者が，結局，力のある人間が力のない人間との関係では，力のな

い人間の方が圧倒的に弱いのですが，権利侵害という声をあげることは，

使い方を間違っても良いと思います，そこできちんと大人が正してあげる

ことが必要だと思います。権利と権利がぶつかり合うあるいは権利と義務

とがぶつかり合う時に我々大人がどう対応するかという問題であって，権

利を主張する子どもが増えることは決して否定的なものではないと思いま

す。 

【青田委員】 権利を権利としてきちんと捉えていることは良いと思います。ただ，先

ほどお話しした例は，大人になったのにわがままを言っていたというもの

でした。大人のルールとしてはおかしいということをお話ししました。正

しい権利の使い方を教えないまま大人になってしまうことに問題があると

言いたかったので，ＣＡＰの内容を否定するものではありません。大人に

なって行く中でわがままと正しい権利の使い方をどこかで教えていかなけ
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ればならないと思います。 

【森越委員】 正しい権利と間違った権利はどう違うのですか。またわがままはどう違

いますか。子どもは自分を主張する時にわがままという形で現れることは

ありますが。 

【青田委員】 子どもはいいんです。子どもが社会に出て行く時にその過程で自分も我

慢しなければいけないことがあるとか，こういう場合はわがわままに取ら

れるだとかをセットで教育することが必要だと思います。そうしないと極

端な話，先生に叱られた時に権利侵害で教育委員会に訴えるとよく冗談で

言っていましたが，そういう子どもになるのではないかということです。

わがままだということとそれは権利の侵害だということをきちんと主張で

きるように教育しないといけないと思います。 

【森越委員】 教育では理解できないと思います。その子が掴んでいくしかないと思い

ます。権利を主張できることや間違った権利の使い方をするという問題で

はなくて，その子が持っているエネルギーなり言いたいことなりを封鎖す

ることは正しくないと思います。言いたいことをぶつけてそれが自分の中

で否定的なことで戻ってきた時に自分がわがままだったりと気づいてい

く。それが成長過程であって，一定の学校のような枠組みではないと思い

ます。教育するということは押さえ込むような形にしかなってこないと思

います。憲法的に言うと権利と権利がぶつかり合うから権利が調整されて

います。それが国家や教育機関の権力で規制されるという場面が出てきた

ら，それは権利事態にもの凄く不健全な不健康な世界です。会社の社長と

従業員との関係は構造的には同じだと思います。本質的にわがままさを誰

が教えるかというと自分が学ぶことだと思います。誰かが正道的に教えて

しまうとそのやり方は間違っていると思います。 

【青田委員】 私も制度で教えることではないと思いますが，基本的には人間はコミュ

ニティで憲法や法律の前に人間同士の心遣いがあると思いますので，人と

人が生きていく場合は相手の主張をきちんと聞いて，きちんと主張したい

ならそれなりの手立てがあると言うことは絶対必要だと思います。健全な

コミュニティを形成するためには大前提であると思います。ですから権利

と権利がぶつかり合うのが健全な社会だとは私は思っておりません。その

前に，まず心と心で感じあってから，それでも駄目なら権利をぶつけ合う

のはわかりますが，まずは相手の心を感じることをやっていった方が良い

と思います。 

【森越委員】 いまの発言は理解できるが，それは権利の問題ではありません。子ども

なり主張する人間がどういう過程の中で何を考えながら育って行くことが

健全に育つことだと青田委員は言っていますが, どれだけ人を思う力やや

さしさを持ってわがままだけでは通らない人間関係は権利の問題ではなく

て，育つ環境の中で見つけるものだと思います。大人になって会社に行っ

て若者が間違った形で人権侵害だと言った時，人権という言葉を使っては

いけないと押さえつけることは，私は危険だと思います。要するに若者の
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心の中で育とうとしているものを黙らせることにしかなりません。 

【委員長】  権利についての議論は，これからきちんとやって行かなければならない

と思います。 

【加藤委員】  意思を表明できることは凄いことだと思います。今日，皆さんにＣＡＰ

ワークショップの中で小学３年生になって頂きましたが，やはり手を上げ

にくいんです。これを保育園でやると子どもがいっせいに発表をします。

小学１・２年生も同じように凄く発表をします。３年生で半分ぐらいにな

って，６年生になるとあまり話をしなくなります。でも，アンケートをす

ると凄くたくさん書いてくれます。他の国のことは良くわかりませんが，

どうやら日本という国は，あまり話さないし，話すなという状況になって

いますが，私はみんなが意見を言ってもいいと思いますし，意見が尊重さ

れたりするような環境が望ましいと思います。私も経営者ですので，社員

には社長やお客さんに嫌だと言うなといっていますが，でも，ＣＡＰでは

嫌だと言ってもいいと話をしています。しかし，私の中にはその違いに矛

盾はありません。なぜなら，こういう大人に育てたいから，それにあった

小学校や中学校時代を送らせようと思っていません。 子ども達には小学校

時代や中学校時代を存分に楽しんでほしいと思います。それぞれの時代を

思い切り過ごしてほしいと思います。ですからこの子ども条例についても

国を守る子どもを育てるというのではなくて，子ども時代を思い切り，存

分に子どもが楽しみ，やりたいことをやり，言いたいことを言える時代を

過ごせるようなそういうものにしたいと思います。 

【委員長】  それでは野村委員から資料の提供がありましたので，お願いします。 

【野村委員】 生活保護に関することについてお話したいと思います。離婚の問題や家

庭崩壊の問題の背景には，経済的な貧困があり社会的に貧困状態にあると

思いますので，個人の力で脱出するのはなかなか難しいと思いますが，各

家庭の経済的な基盤をきちんと支えて，生活をしていく必要があると思い

ます。しかしながら，残念なことに最近の風潮はそれに逆行するような状

況があります。ごく一部の生活保護の不正受給や不適切な生活保護の事例

を付け加えて報道されますので，何か生活保護を受けることが悪いことだ，

恥ずかしいことだという風潮が強まっています。そういった風潮が強まる

中で，ますます生活保護家庭の子ども達が自分の存在を大事に思えない自

己肯定感の低さに繋がっています。将来的な自立についても阻害している

と思われますので，生活保護に対する社会の偏見を正して行く必要がある

と思います。憲法２５条に生存権がありますが，最低限度の生活を営む権

利があるとはっきり書いております。なおかつ第２項では，国の責務とし

てその権利を保障すると規定されています。それを具体的に保障するのが

生活保護法です。生活保護法があって憲法２５条が保障されているといっ

た構造になっています。最低生活を保障するだけではなく，自立を助長す

る目的にもなるわけです。生活保護法で決められている生活保護基準が，

いわゆる貧困線となり最低限度の生活の基準となります。それを下回って
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いると生存権を保障されない状態の生活となります。しかし，日本では，

生活保護法以下の基準で暮らしている人が膨大にいます。これは大変な問

題だと思います。弁護士会でも，生活保護基準以下で生活保護を受給して

いる割合を表す補足率が低いことを問題にしていると思います。ですから

生活保護が多すぎるだとか過剰ということではなくて，むしろ生活保護が

少なすぎることが問題だと思っています。一部の自立助長がきちんと行っ

ていない事例を理由にして生活保護を受けることが否定的にとらえられバ

ッシングを受けるのは由々しき問題だと思います。ぜひこういったことが

起こって行かないような社会の理解を得ることが大事だと思います。当然

これから様々な課題の中で，生活保護家庭や貧困家庭の抱える課題が話題

になると思いますが，生活保護に関する問題については，慎重に言及する

必要があると思います。 

【委員長】  ありがとうございました。質問等ございますでしょうか。次回は大江副

委員長に総括的なお話をして頂きたいと思います。予告ということで大江

副委員長お願いします。 

【副委員長】 当初の想定としては，今まで委員会をやってきって様々なご意見を頂き

どういう位置付けになるかと思っていましたが，毎回事務局サイドが詳細

な議事録を確認も含めてやっていますので，そういった論点メモを事務局

サイドから議論のたたき台として頂いた方が良いのかと思います。私が委

員の皆さんと多少立ち位置が違うのは，研究者であって抽象的な哲学的な

思想的なことをずっとやってきましたので，やや浮き世離れしている抽象

的で思想的な子どもや子どもの権利を巡る学問的な意見や議論の位置づけ

をお話していきたいと思います。議論としては権利という言葉，外国では

「ライツトーク論」と言いまして，権利という言葉でどこまで語れるのか，

語るべきか。特に教育の問題で子どもの場合は，権利を言葉で語る上での

プラス面とマイナス面があると思いますので，このあたりの話をして行き

たいと思います。権利論というものが，子ども観とセットで存在しており, 

性悪説や性善説のような考え方とかなり親和的であるということもお話し

たいと思います。今日の論調の中にもありましたが，実は潜在的には格差

社会や貧困の問題などのお金の問題があらゆる論点に繋がっていると思い

ますので，その点のお話もしたいと思います。 

【委員長】  事務局の方でこれまでの議事録の中で, 詳細にキーワードとしてどんど

ん蓄積されていると思いますので，それを利用して我々もいろいろな形で

作業できると思います。 

次回について事務局からお願いします。 

【事務局】  次回，第９回の委員会については，６月は市議会が開催されますので，

７月中旬以降に開催したいと思っております。改めて事務局から照会をさ

せて頂いて，日程調整を行いたいと思っておりますのでよろしくお願いい

たします。 
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４ 閉会 

【委員長】  以上を持ちまして本日の会議を終了いたします。 

 


